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はじめに 

 

デジタル防災行政無線は様々な情報伝達手段が発展している今日においても、災害発生

時の行政機関から住民への情報提供手段あるいは行政機関内部の情報連絡手段として、重

要な役割を果たしており、デジタル防災行政無線に対する期待はとても高い。昨年の３月

１１日に発生した東日本大震災のような大規模災害の経験から、災害に対して迅速かつ円

滑に対応するため、地方自治体でデジタル防災行政無線の整備が進み、その使用頻度が高

まることが想定される。 

デジタル防災行政無線のうち 260MHz 帯の周波数の電波を使用する移動系デジタル防災

行政無線は、基地局を介する通信のほか、移動局間の直接通信が可能となっており、災害

時には機動的な運用が可能であることから、直接通信用周波数に対する使用頻度が高くな

ると考えられる。 

しかしながら、260MHz 帯移動系デジタル防災行政無線には、互換性のない 2 つの民間規

格が存在し、符号化方式や接続時の手続きなどが異なっている。大規模災害時に迅速かつ

円滑な対応をするためには、免許人の間での混信や干渉をできる限り起こさないよう、異

なる規格の無線設備間の周波数共用条件を明らかにすることが急務かつ重要な課題となっ

ている。 

こうした状況を踏まえ、総務省中国総合通信局では、有識者や無線装置の製造・運用に

携わる様々な業界からの実務家などをメンバーとし、関係当局等の参加も得て、平成２３

年１１月に「デジタル防災行政無線の普及促進に向けた調査検討会」を設置し、審査基準

などの策定に資するための調査検討を行った。 

具体的には、災害時において異なる規格の 260MHz 帯移動系デジタル防災行政無線が混

在する環境での防災支援活動が円滑にできるようにすべく、260MHz 帯移動系デジタル防災

行政無線に割当てられた直接通信用周波数を効率的に活用するための共用条件などを明ら

かにした。本報告書はこの調査検討会における検討内容とその結果を取りまとめたもので

ある。 

 

デジタル防災行政無線の普及促進に向けた調査検討会 

座長  秦  正 治   

（岡山大学大学院自然科学研究科 教授） 
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第１章 調査検討の背景・目的等 

1.1 背景 

地方自治体においては災害に対応する目的で防災行政無線が整備されている。東日本

大震災もきっかけとなり、防災行政無線の整備がさらに進むと想定される。防災行政無

線のうち 260MHz 帯の周波数を使用する移動系デジタル防災行政無線には、基地局エリ

ア外や災害応援のため、陸上移動局間で直接通信ができるように専用の周波数が割り当

てられている。この直接通信用周波数は、陸上移動局間で送受同一の周波数として 16

波が全国共通に割り当てられている。 

現在、260MHz 帯移動系デジタル防災行政無線には、互換性のない 2 つの標準規格が存

在している。2 つの標準規格は、民間の標準規格である ARIB STD - T79 及び ARIB STD - 

T80 であり、符号化方式や通信制御手法等が異なっている。 

東日本大震災のような大規模災害に迅速かつ円滑に対応するため、地方自治体でデジ

タル防災行政無線の整備が進み、直接通信用周波数についてもその使用頻度が高まるこ

とが想定される。このため、免許人間の混信や干渉をできる限り起こさないようにする

ため、異なる規格の無線設備間の周波数共用条件を検討する必要が生じている。 

 

＜注＞ 本報告書では、ARIB STD - T79 又は同 T80 にそれぞれ準拠した無線システムを単

に「T79」又は「T80」と称することがある。 

 

1.2 目的 

本調査検討会では、260MHz 帯移動系デジタル防災行政無線に割当てられた直接通信用

周波数の有効活用に向けて、異なる規格の無線設備が混在した場合の問題を技術試験に

より明らかにし、その結果を基に共用条件について検討を行い、電波法関係審査基準の

策定等に資する調査検討を行う。 

 

1.3 調査事項 

上記目的を達成するため、本調査検討においては、下記の項目を実施した。 

(１) 標準規格(ARIB STD - T79 及び ARIB STD - T80)の動作原理の調査 

(２) 基礎データを収集するための技術試験 

(３) 周波数を効率的に活用するための周波数共用条件の検討 

(４) 直接通信用周波数の指定方針の提案 

(５) その他、目的達成に必要な事項 
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第２章 260MHz 帯移動系デジタル防災行政無線

の現状 

2.1 防災行政無線の現状 

2.1.1 防災無線システム 

防災通信網は国、都道府県及び市町村が相互関係を保持しながら、それぞれ構築さ

れている。その全体構成を図表２－１に示す。 

 

 

図表２－１  防災無線システムの全体構成 

 

本調査検討は、行政機関内部の情報伝達に使用する移動系防災行政無線について行

うものであるため、それに限定した検討を行っている。 

 

2.1.2 市町村防災行政無線システム 

（１） 市町村防災行政無線 

市町村が住民の避難、救援、救助や復旧等の防災活動を行うための無線通信シス

テムである。市町村においては様々な伝達手段で住民への連絡を行う必要があり、図

表２－２に示すような手段がある。このなかで、市町村防災行政無線は行政機関から

住民への確実な連絡周知と行政機関内部での情報連絡手段として中心的な役割を果

たすものであり、災害情報等を屋外スピーカーや戸別受信機で住民に伝達する「同報
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系」と市町村役場等と現場の車両、職員等と情報収集や連絡等を行う「移動系」があ

る。 

 

 防災行政無線 その他 

行政機関 

↓ 

住 民 

◆60MHz 帯デジタル通信システム 

◆60MHz 帯アナログ通信システム 

◆260MHz 帯デジタル通信システム 

・ＭＣＡ陸上移動通信システムによる

同報 

・各種業務無線による同報通信システ

ム 

・簡易無線による同報通信システム 

・ＴＶ,ラジオ,コミュニティＦＭ, 

ＣＡＴＶ 

・携帯電話(同報メール,エリアメー

ル,エリアワンセグ) 

・告知システム 

・インターネット利用 

行政機関 

内部 

◆260MHz 帯デジタル通信システム 

◆150/400MHz 帯アナログ通信システ

ム 

・ＭＣＡ陸上移動通信システム 

・衛星携帯電話 

・携帯電話 

・公的機関の自営通信網 

図表２－２  様々な伝達手段における防災行政無線の位置づけ 

 

（２） 260MHz 帯デジタル防災行政無線システム 

行政機関内部で使用する移動系通信システムの高度化のため、260MHz 帯デジタル

移動系防災行政無線システムの導入を図っている。 

従来のシステムは、150MHz 帯又は 400MHz 帯を使用するアナログ単信方式により、

市町村役場と移動局の音声通信に活用されている。双方向通信(電話網との接続によ

る複信通話等)、マルチメディア対応(データ、準動画等)のニーズに対応するため、4

倍以上の帯域を確保できる 260MHz 帯デジタル方式(図表２－６参照)への移行が進め

られている。 

150MHz 帯及び 400MHz 帯を使用するアナログ方式の防災行政無線については、図表

２－７に示すとおり、総務省の定める周波数割当計画や電波法関係審査基準において

使用期限は定められていないが、無線設備等の耐用年数等を考慮したうえで、できる

限り早期に 260MHz 帯を使用するデジタル方式に移行することと規定されている。 

260MHz 帯デジタル防災行政無線システムは、図表２－３に示すように県庁や市町

村役場等に設置する統制局と基地局、必要に応じて山上等の中継所に設置する基地局

(無線中継局)、県市町村の出先や防災関係機関、生活関連機関等に設置する端末局及

び携帯型や車載型等の移動局から構成される。 

○ 統制局 

災害対策本部を置く市町村役場等に設置して基地局を制御する設備で、一斉通

信や統制通信、発着信規制、強制切断等の通信統制機能を有している。基地局設

備を遠隔制御する統制局制御装置や通信統制を行う統制台などから構成される。 

○ 基地局 

端末局及び移動局と通信を行う無線局で、統制局と移動局等(端末局又は移動
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局)間の通信及び移動局等相互間の通信を中継する。基地局には統制局と同じ庁舎

内に置く場合と山上等の中継所に置く場合があり、中継所等に置く場合はマイク

ロ多重回線等の無線中継回線を用いて統制局制御装置と接続する。 

○ 端末局 

基地局、移動局及び他の端末局と通信を行う無線局で、市町村の出先や地域の

防災関係機関、生活関連機関等に設置される。 

○ 移動局 

基地局、端末局及び他の移動局と通信を行う移動する無線局で、基地局の通信

エリア外では基地局を介さずに移動局等相互間で直接通信を行う。 

 

 

図表２－３  260MHz 帯デジタル防災行政無線システムの概要 

 

260MHz 帯デジタル防災行政無線システムの主な通信機能を図表２－４に示す。 
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通信の種別 主な通信機能 主な利用想定 

個別通信 
統制局と移動局等の間又は移動局相互間等で個別に行う

通信 
通常時 

グループ通

信 

統制局又は移動局から複数の移動局等で構成されるグル

ープを対象に行う通信 
通常時 

PBX 通信 
市町村役場等のＰＢＸ(構内電話交換機)に収容された電

話機と移動局等の聞で行う通信 
通常時 

同報通信 

統制局から複数の移動局等を対象に同時に同じ内容の通

報等を行う片方向(下り)の通信で、通信対象の移動局等

の内、待ち受け状態にある移動局だけに通報できる。 

非常災害時 

一斉通信 

統制局から複数の移動局等で構成されるグループを対象

に、同時に同じ内容の通報等を統制的に行う片方向(下

り)通信で、通報対象の移動局等が通信中のときは強制的

に切断され統制局からの通信に切り替わる。 

非常災害時 

統制通信 

統制局から特定の移動局等またはグループに対して行う

統制的な通信で、通信対象の移動局等が通信中のときは

強制的に切断され統制局からの通信に切り替わる。 

非常災害時 

緊急連絡 

移動局等から統制局に対して緊急に連絡を取りたい旨を

通知する通信で、統制局が通信中の時や通信チャネルに

空きがないときでも統制局に通知することができる。 

非常災害時 

応援通信 

非常災害時等に近隣市町村や応援協定を締結した全国の

都道府県、市町村等の統制局又は移動局等との間で行う

救助・救援活動を応援するための通信 

非常災害時 

移動局間 

直接通信 
基地局を使用せずに移動局相互間で直接行う通信 

通常時/ 

非常災害時 

通信統制 
統制局と移動局等の間の通信を必要に応じて発着信規制

や通信時間の制限、強制切断などにより統活・規制する 
非常災害時 

図表２－４ 260MHz 帯デジタル防災行政無線システムの主な通信機能 
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このうち、移動局間直接通信は、図表２－５に示すとおり、基地局を介さずに移

動局間で直接通信することが可能であるため、基地局サービスエリア外での活動時や

他市町村への応援に入ったときの通信時に有効である。 

 

 

図表２－５  移動局間直接通信の概要 

 

 

図表２－６  市町村デジタル移動通信システムのイメージ 
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図表２－７ アナログ方式の周波数使用期限等 
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2.1.3 中国管内における防災行政無線の整備状況 

中国管内の防災行政無線で同報系又は移動系のいずれかを導入している割合は、

98.1%と全国(93.9%)より 4.2 ポイント上回っている。 

 特に、今回の検討対象となる移動系防災行政無線の導入は、91.6%で、全国(83.3%)よ

り 8.3 ポイント上回り、県別にみると鳥取県の 100%が最も高く、岡山県、島根県、山口

県、広島県の順となる。(注：全国の導入率は、平成 23 年 3 月 31 日のデータ) 

中国管内の防災行政無線の導入状況を図表２－８に示す。 

 

 

図表２－８  防災行政無線の同報系と移動系のそれぞれの導入状況 

(平成 23 年 12 月末現在) 

 

 なお、中国管内において、260MHz 帯デジタル防災行政無線システムを導入している市

町は、図表２－９のとおり、平成 23 年 12 月末現在で、6 市町であり、今後、普及して

いくものと考えられる。 

また、岡山県及び山口県では、260MHz デジタル防災行政無線システムと相互接続が可

能な無線システムが県の防災行政無線システムとして導入されており、市町村の導入が

進めば、直接通信用周波数の使用が増加していくことが見込まれる。 

 

島根県 1 松江市 

岡山県 2 津山市,瀬戸内市 

山口県 3 岩国市,周南市,周防大島町 

図表２－９  260MHz 帯デジタル防災行政無線の設置市町村(平成 23 年 12 月末現在) 
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図表２－１０  中国管内の防災行政無線システム整備状況図 

 

2.2 移動系防災行政無線の導入自治体の事例 

2.2.1 移動系防災行政無線システム 

現在、移動系防災行政無線として 260MHz 帯デジタル防災行政無線システムの導入

が全国の自治体において進められている。260MHz 帯デジタル防災行政無線システムに

は ARIB STD - T79 と ARIB STD - T80 の 2 つの規格がある。 

 

2.2.2 T79 の導入事例 

岡山県防災情報ネットワークへの導入事例を挙げる。 

岡山県では、管内市町村等と災害時における迅速・的確な通信連絡体制を確保する

ため、平成１８年度から２０年度にかけて防災行政無線の高度化を行うとともに光回

線網の岡山情報ハイウェイを併用した通信の多ルート化により災害に強い防災情報ネ

ットワークを構築し、運用しているところである。 

このネットワークは、図表２－１１に示すとおり、県庁の災害対策本部と県民局、

ダム、市町村等との間で電話、ＦＡＸ、データ・映像伝送が可能な固定系無線と災害

現場と電話連絡が可能な移動系無線により構成されている。 

このうち、移動系無線については、ARIB STD - T79(3.0 版)に準拠した 260MHz 帯都

道府県・市町村デジタル移動通信システムを導入している。 

システム構成としては、県庁に回線制御装置や運用管理装置を設置し、マイクロ波
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帯による多重無線回線で回線構成した中継局(17 箇所)には 260MHz 帯都道府県・市町

村デジタル移動通信システムの基地局を併設し、県域の主要地域を通信可能エリアと

しており、車載型及び携帯型移動局 55 台を配備している状況である。 

平常時は、複信方式により県庁や市町村等との行政連絡用に使用しており、災害発

生時においては、被災情報の収集や現場活動用に使用することを目的としている。 

災害現場等においては、通話の迅速性が要求されることから単信方式による通話が

可能であり、更にその地域の市町村に 260MHz 帯デジタル防災行政無線(ARIB STD - T79

方式)の整備がなされていれば、県と市町村間における直接通信が可能であることか

ら、災害時における機動力のある有効な通信手段となっている。 

 

 

図表２－１１  T79 の概要 

(出典：岡山県防災情報ネットワークについて) 

 

2.2.3 T80 の導入事例 

徳島県内２町への導入事例を挙げる。 

平成 23 年 4 月から、徳島県板野郡藍住町が T80 の 260MHz 帯デジタル防災行政無線

システムの運用を開始した。町役場に基地局を設置し、運用を担当する総務課に統制

機能付きの半固定型・移動局を 1 台設置した他、10 台の携帯型無線装置を充電器にセ

ットしたデスクトップタイプとして水道課と町営施設(特別養護老人ホーム、保健セン

ター、クリーンステーションなど)、警察署、消防署、ＪＡ、国交省出張所などに配備

し、持ち出し用にも 15 台の携帯型無線装置が配備された。災害時・緊急時にはひとつ

のグループとして統制運用ができるため、町役場職員と警察・消防関係機関などとの

情報の共有化が容易となっている。更に、同年 12 月に学校と避難所用に 10 台増設を

行った。 

また、平成 24 年 1 月から、藍住町に隣接する徳島県板野郡北島町も T80 の 260MHz
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帯デジタル防災行政無線システムの運用を開始した。構成は、町役場に基地局と統制

機能付きの半固定型移動局を各 1 台設置した。また、携帯型無線装置は 29 台配備され

た。 

両町とも簡易システム(詳細は参 14、 2.2（２）２)簡易システムを参照)で単独運

用している。ただし、災害発生時には、T80 の直接通信でも応援通信を相互に利用で

きる。 

T80 の通信構成の概要を図表２－１２に示す。 

 

 

図表２－１２  T80 の概要 

(出典：モトローラ・ソリューションズＨＰより) 

 

2.3 移動局間直接通信による応援通信 

2.3.1 T79 間の直接通信 

T79 同士の異なる製造者の無線機を使った移動局間直接通信による相互接続につい

ては北陸総合通信局の調査検討会で報告された「260MHz 帯デジタル防災行政無線シス

テムの共同利用等に関する調査検討(平成 21 年 3 月)」において検証が行われ、手動選

択方式の場合においては相互に接続できることが確認されている。 

 

2.3.2 T79 と T80 間の直接通信 

T79 と T80 の無線機端末間では第 3章で述べるように音声符号化方式が異なるため、

端末間では直接通信を行うことはできない。両者間で相互通信を行うためには、信号

変換装置を介す必要があり、技術的には可能な状況にある（図表２－１３）。異なる

方式のエリアに応援通信に入った場合は、応援先が運用する無線機同士の直接通信に

干渉を与えないよう、応援先が使用する周波数とは別の直接通信用周波数を選択する

必要がある。 
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2.5 T80 が必要とする直接通信用周波数の使用パターン 

現状、T80 用の直接通信用周波数は Ch.4 と Ch.13 の 2 波しか割り当てられていないた

め、ユーザーニーズが高いグループ通信と応援通信の用途に使われている(図表２－１

５に示すパターン 1 のケース)。今後、災害時における T80 の利用シーンとして、応援

通信、グループ通信と同時に自基地局エリア外で災害対応通信をするための不感地帯用

拡張通信等が必要とされてくる。これらの利用シーンを含め直接通信のパターンは 5 通

りが考えられている。これらのパターンとそれぞれの通信用途の割合は図表２－１５の

ように想定されている。T80 用の直接通信用周波数はパターン 4 とパターン 5 に示すよ

うに、災害時の通信を確保するために 4 波が必要となる。例えば、4 波の利用の用途と

しては図表２－１６に示すようなイメージとなる。4 波は手動選択で割り当てるので、

災害時には、応援通信として最大で 4 波同時に使うことができる。 

なお、自基地局エリア外の不感地帯が 3 箇所以上の場合は、不感地帯用拡張通信の波

を繰り返し使って対処することが考えられている。 

 

パターン 
T80 用の直接通信の用途と周波数の数 想定する用途の組

み合わせの割合(*) グループ通信 応援通信 データ通信 拡張通信 

パターン 1 1 波 1 波   50% 

パターン 2 1 波 1 波 1 波  5% 

パターン 3 1 波 1 波  1 波 20% 

パターン 4 1 波 1 波 1 波 1 波 5% 

パターン 5 1 波 1 波  2 波 20% 

(*) 全端末に対する各パターンの端末の割合。例えば、全国で利用されている T80 の全端末が 10,000

台の場合、パターン 1 の台数は 5,000 台となる。なお各自治体には、一つのパターンで導入される

ことを想定している。 

図表２－１５  T80 用の直接通信の用途と周波数の数 

 

 

図表２－１６ T80 用の直接通信の用途のイメージ 
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第３章 ARIB STD - T79 と同 T80 の動作原理およ

び特性の調査 

3.1 ARIB 標準規格 

3.1.1 ARIB 標準規格とは 

ARIB標準規格は、一般社団法人電波産業会(ARIB)が、無線機器製造者、電気通信事

業者、利用者等の参加を得て、各種の電波利用システムに関する無線設備の標準的な

仕様等の基本的な技術条件を「標準規格」として策定したものである。 

ARIB標準規格は、周波数の有効利用及び他の利用者との混信の回避を図る目的から

定められる国の技術基準と、併せて無線設備の適正品質、互換性の確保等、無線機器

製造者、電気通信事業者、利用者等の利便を図る目的から策定される民間の任意基準

を取りまとめて策定される民間の規格である。 

260MHz帯デジタル防災行政無線システムのARIB標準規格には、互換性のない2つの

規格としてARIB STD - T79及びARIB STD - T80が存在している。 

 

3.1.2 ARIB 標準規格における直接通信の規定 

本調査検討会では、260MHz帯デジタル防災行政無線システムの移動局間の直接通信

に限定して、T79とT80が同一エリアで混在したときの共用条件を検討する。このため、

次節以降において、T79とT80それぞれにおける移動局間直接通信に関するARIB標準規

格の規定について記載する。 

 

3.2 ARIB STD - T79 

3.2.1 ARIB STD - T79 の概要 

ARIB STD - T79は、無線設備規則第57条の3の2に規定される260MHz帯における狭帯

域デジタル通信方式のうちＴＤＭＡ方式による都道府県・市町村デジタル移動通信シ

ステムの無線区間インタフェースを規定したものである。 

なお、本標準規格は、図表３－１に示すように、同規則同条中変調方式が4値デジ

タル(π／４シフトＱＰＳＫ方式)でかつチャネル間隔が25kHzのものに該当する。 

また、通信方式は、一つの無線キャリアを一定時間間隔のフレーム単位に区切り、

フレームを時分割して４つのスロットに分けることによって、マルチチャネル化する

ＴＤＭ／ＴＤＭＡ方式である。標準規格の初版は2001年9月6日に策定され、2009年7

月29日に策定された3.0版が最新である。 

規格の改定の履歴を図表３－２に記す。 
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項 目 規 格(設備の技術的条件ほか) 

無線周波数帯 260MHz 帯 

送受信周波数間隔 基地局通信時は 9MHz、移動局間直接通信時は送受同一周波数 

キャリア周波数間隔 25kHz 

変調方式 π／４シフトＱＰＳＫ方式 

アクセス方式 ＴＤＭＡ方式(時分割多元接続) 

多重数 4 多重 

通信方式 
下りＴＤＭ方式 / 上りＴＤＭＡ方式 

単信、半複信又は複信方式 

複信方式 
基地局通信 : ＦＤＤ(周波数分割複信) 

移動局間直接通信 : ＴＤＤ(時分割複信) 

伝送速度 32kbps 

音声符号化方式 

符号化速度 

ＥＬ－ＣＥＬＰ方式(推奨)  

6.4kbps 以下(誤り訂正を含む) 

フレーム長 40ms(4 スロット構成)を基本とする 

図表３－１ ARIB STD - T79 の技術的条件(概要) 

 

 

版数 策定又は改定年月 改定の概要 

1.0 版 2001.09.06 策定 

2.0 版 2004.09.28 

メーカ機器間の相互接続の確実性を確保するための適正化

を図った。また、電波法関係審査基準が一部改正され、260MHz

帯を用いた都道府県防災デジタル通信システムの導入が可

能となったことに伴い、本標準規格で規定するシステムの対

象を市町村のみから都道府県まで拡大するための機能拡張

を行った。  

2.2 版 2006.09.28 
(1) 相互接続を担保すべき項目を添付資料 J として追加 

(2) その他 

3.0 版 2009.07.29 
(1) 相互応援通信の規定追加及びその他規定の明確化 

(2) その他 

図表３－２ ARIB STD - T79 の改定の概要 

 

3.2.2 移動局間直接通信 

移動局間直接通信用の周波数16波は全国共通波であり、手動選択方式用で2波、自

動選択方式用で5波(制御用チャネル1波、通信用チャネル4波)を使用する。ただし、移

動局間直接通信(手動選択方式)は、相互応援の対象となっている。 

ARIB STD - T79中、「4.5移動局間直接通信」の項から「4.5.1.4チャネル構成」、

及び「4.5.1.14空きチャネル検索」の中から一部を抜粋して以下に示す。 
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4.5.1.4.2 フレーム構成 

直接通信におけるフレームは、基地局通信と同様に、40msec とする。但し、スー

パーフレームについては、規定しない。また、フレームオフセット及び送受信オフ

セットは、基地局通信と同様に 20msec とする。 

直接通信は、送受信とも同一のキャリア上で行われるため、同一キャリア上の最

大通信可能数は、単信通信の場合、2 通話、複信通信の場合、1 通話までとする。

尚、手動選択方式の直接通信は任意のタイミングでの通話を可能とするため、1 通

話とする。 

4.5.1.4.3 送受信タイミング規定 

(1) 手動選択方式 

送信側は任意のタイミングでの送信を可能とし、受信側は全てのタイミングで受

信できるものとする。プレスオンからプレスオフまでの間は、送信側、受信側、共

に同期を保持し、プレスオフ後は同期を解放するものとする。 

無通信時限は無しとする。 

(2) 自動選択方式 

発移動局は通信用チャネルの空きチャネル検索後、空きチャネルのタイミングを

保持し、空きチャネルと同一のタイミングの制御用チャネルで呼接続を行う。制御

用チャネルから通信用チャネルへのチャネル切替時もタイミングを保持して、制御

用チャネルでの呼接続時と同一のタイミングで通信を行い、通信中も同期を保持す

る。 

着移動局は制御用チャネルで着呼した同期に追従して呼接続を行い、制御用チャ

ネルから通信用チャネルへのチャネル切替時はタイミングを保持して、制御用チャ

ネルでの呼接続時と同一のタイミングで通信を行い、通信中も同期を保持する。 

グループ通信では、無通信時限を用いて、プレスオフ後、無通信タイマを開始し、

無通信時限満了前は同期を保持して同一チャネルで通信できるものとする。ただ

し、新たなプレスオン後はその同期に追従するものとする。また、無通信時限満了

後は、通信終了するものとする。 

個別通信では、無通信時限は無く、通信チャネル確立時は同期バースト及び通信

バーストの授受により、互いの同期合わせを行うが、通信チャネル確立後の同期は

ずれ検出時は発移動局の同期に追従するものとする。 

4.5.1.14 空きチャネル検索 

通話数はグループ通信時で 1 キャリア 2 通話、複信個別時で 1 キャリア 1 通話を

収容可能としている。複信個別の場合はキャリアセンスだけ行う。グループ通信の

場合は先行通信を考慮し、空きチャネル検索を行う。 

4.5.1.14.1 空きチャネル判定 

連続 TR131(注 1)フレーム長以上受信し、レベルがしきい値 Lth1(注 2)に満たな

い場合はそのチャネルを空きと判定する。 

(注 1) TR131：空き判定時間。値は任意。 

(注 2) Lth1 ：空き判定レベル。値は任意。 
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3.3 ARIB STD - T80 

3.3.1 ARIB STD - T80 の概要 

ARIB STD - T80 は、無線設備規則第 57 条の 3 の 2 に規定される 260MHz 帯における

狭帯域デジタル通信方式のうちＴＤＭＡ方式による都道府県・市町村デジタル移動通

信システム TYPE2 の無線区間インタフェースを規定したものである。 

なお、本標準規格は、図表３－３に示すように、同規則同条中変調方式が 4 値デジ

タル(π／４シフトＱＰＳＫ方式)でかつチャネル間隔が 25kHz のものに該当する。 

また、通信方式は、一つの無線キャリアを一定時間間隔のフレーム単位に区切り、

フレームを時分割して４つのスロットに分けることによって、マルチチャネル化する

ＴＤＭ／ＴＤＭＡ方式である。標準規格の初版は 2001 年 9 月 6 日に策定され、2007

年 5 月 29 日に策定された 2.0 版が最新である。 

改定の履歴を図表３－４に記す。 

 

項 目 規 格(設備の技術的条件ほか) 

無線周波数帯 260MHz 帯 

送受信周波数間隔 基地局通信時は 9MHz、移動局間直接通信時は送受同一周波数 

キャリア周波数間隔 25kHz 

変調方式 π／４シフトＱＰＳＫ方式 

アクセス方式 ＴＤＭＡ方式(時分割多元接続) 

多重数 4 多重 

通信方式 
下りＴＤＭ方式 / 上りＴＤＭＡ方式 

単信、半複信又は複信方式 

複信方式 
基地局通信 : ＦＤＤ(周波数分割複信) 

移動局間直接通信 : ＴＤＤ(時分割複信) 

伝送速度 36kbps 

音声符号化方式 

符号化速度 

ＡＣＥＬＰ方式 

7.2kbps 以下(誤り訂正を含む) 

フレーム長 56.67ms(4 スロット構成)を基本とする 

図表３－３ ARIB STD - T80 の技術的条件(概要) 
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版数 策定又は改定年月 改定の概要 

1.0 版 2001.09.06 策定 

1.1 版 2002.03.28 まえがきの更新 

1.2 版 2005.11.30 
(1) 設備規則等改正(スプリアス関係)に伴う改定 

(2) その他 

2.0 版 2007.05.29 

電波法関係審査基準が一部改正され、260MHz 帯を用いた都

道府県防災デジタル通信システムの導入が可能となったこ

とに伴い、本標準規格で規定するシステムの対象を市町村の

みから都道府県まで拡大するための機能拡張を行った。 

図表３－４ ARIB STD - T80 の改定の概要 

 

3.3.2 移動局間直接通信 

T80 の直接通信用として、共通周波数 16 波のうち現在 2 波のみが全国で割り当てら

れている。直接通信用周波数の 2 波は、地方自治体の要望により、音声通話用に固定

で割り当てている。通常、1 波は自治体内での一斉音声通話、1 波は他地方自治体から

の応援音声通話としている。 

 

(１)接続機能 

ARIB STD - T80 中、「2.2.4 接続機能」の項から一部を抜粋して以下に示す。 

(2)移動局間直接通信 

移動局にて設定を行うことにより、基地局を使用せずに移動局間相互での通信

を可能とする。移動局間直接通信では、プレストーク方式のみで通信するモード

と、個別複信通信やグループ通信ができるモードが選択可能なこと。 

(3)移動局中継通信 

移動局にて設定を行うことにより、移動局(車載型無線機)が中継局として移動

局間直接通信を中継することを可能とする。 

(4)ゲートウェイ通信 

移動局にて設定を行うことにより、移動局(車載型無線機)が移動局間直接通信

信号を基地局に中継し、統制局側で移動局間直接通信の聴話を可能とする。ゲー

トウェイ通信を行う移動局(車載型無線機)は、基地局ゾーン又は制御ゾーン圏内

であることが条件となる。 

(２)空きチャネル検索 

T80 の空きチャネル検索による送信の抑制に関して、ARIB STD - T80「第 6 章通信

プロトコルほかシステムの条件」で参照規格とされているＥＴＳＩの移動局間直接通

信の規格 300-396-3  8.4  Usage of DM channel の 8.4.2.2.3 コールセットアップ

時のチャネルサーベランス手順に関連の記述がある。 

要約すると移動局間直接通信コールセットアップ時にチャネルモニタを行い、送

信時に常に送信されているＤＳＢ(直接モードシンクバースト)を受信した場合はチ

ャネル占有と認識してタイマの設定された一定の時間、送信を留保する。 

ＤＳＢ(直接モードシンクバースト)を検出しなかった場合はチャネルフリーと認
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識して通信を開始する。 

 

3.4 ARIB STD - T79 と同 T80 の比較 

3.4.1 ARIB STD - T79 と同 T80 の規格 

ARIB STD - T79 と同 T80 の規格の比較を図表３－５に示す。両方式は音声符号化方

式が異なり、デジタル化された互いの信号を復号できないため、両方式の無線機が相

互に通信することはできない。 

 

 ARIB STD - T79 ARIB STD - T80 

規格の背景 国内独自 ＥＴＳＩ準拠 

変調方式 π／４シフトＱＰＳＫ 

通信方式 下りＴＤＭ / 上りＴＤＭＡ 

周波数帯 260MHz 帯 

周波数間隔 25kHz 

伝送速度 32kbps 36kbps 

ＴＤＭＡ多重数 4 

音声符号化方式 ＥＬ－ＣＥＬＰを推奨 ＡＣＥＬＰ 

音声符号化速度 6.4kbps 7.2kbps 

データ伝送速度 最大 25.6kbps 最大 28.8kbps 

フレーム長 40ms 56.67ms 

直接通信用周波数の内訳 

制御 1, 

自動選択 13, 

手動選択通信 2 

手動選択通信 16 

図表３－５  ARIB STD - T79 及び同 T80 の規格比較 

 

 

3.4.2 T79 と T80 のキャリアセンス 

キャリアセンスは、通信に使用しようとするチャネルが他の通信で使用されていな

いか、当該周波数が他の通信で使用されていないかあらかじめ確認するものであり、

送信側で当該チャネルへの送信を抑制するなどの動作に用いられる。 

T79 と T80 のキャリアセンスに関する動作は異なっており、下記のように規定され

ている。 

 

(１)T79 の動作 

１)送信の抑制(手動選択時) 

先に同期ワードを検出した場合、プレスによる送信を抑制する。手動選択方式

の通信はそのキャリアで１つの全国共通の通信のみであるため、先行通信を優先

する規定となっている。ただし、T79 の無線機同士に限られる。T79 は T80 と同期
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ワード長が異なるため、T80 の同期ワードを検出できない。 

２)空きチャネル検索(自動選択時) 

自動選択時、レベル検出による空きキャリア判定、空きチャネル判定により空

きチャネル検索を行っている。 

単信は発呼前に自動選択チャネルで空きキャリア判定と空きチャネル判定によ

る空きチャネル検索、及び制御チャネルで空きキャリア判定を行う。 

複信は発呼前に自動選択チャネルで空きキャリア判定による空きチャネル検

索、及び制御チャネルで空きチャネル判定を行い、着信側は発信側から通知され

た自動選択チャネルで空きキャリア判定による空きチャネル検索を行う。 

(発信側から着信側へ通知する自動選択チャネルは最大 3 候補、第 1 候補は必須、

第 2 候補と第 3 候補はオプション)。 

 

(２)T80 の動作 

T80 には自動選択はなく手動選択のみである。手動選択時の送信の抑制は、先に同

期ワードを検出した場合、プレスによる送信を抑制する。ただし、T80 の無線機同士

に限られる。T80 は T79 と同期ワード長が異なるため、T79 の同期ワードを検出でき

ない。 

 

(３)キャリアセンスのまとめ 

T79 と T80 それぞれは、自システム内において手動選択時の送信の抑制を行ってい

るが、異なる規格の無線機が先行通信を行っている場合には、送信の抑制はできない。 
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第４章 技術試験 

4.1 試験目的 

260MHz 帯デジタル防災行政無線システムの二つの標準規格に準拠した T79 と T80 が同

一エリア内で混在した場合に、それぞれに対してどのように直接通信用周波数を指定す

ることが最も適切であるかを検討し、互いの共用条件を見定めるために必要な技術的な

確認及びデータ収集を行うことを目的とする。 

 

※同一エリア内は、送受信端末間が数 km 以内程度を想定している。 

 

4.2 試験方法 

4.2.1 試験条件 

国内で 260MHz 帯デジタル防災行政無線システムの端末機器を供給している T79 の

代表的な製造者 5 社、T80 の製造者 1 社の製品を用い、T79 と T80 の干渉条件下におけ

る共用条件に関する試験を、有線回路を用いて信号レベルを減衰させた各種条件下で

行う。 

 

4.2.2 試験の実施方法と手順 

(１) 第１回試験 

第１回試験は、T79 と T80 の異なる規格の無線機が互いに干渉を与える状況におい

て、相互の無線機が直接通信用周波数を使用して単信通信を行う場合の互いの影響を

確認する。この試験を第１回試験として実施する。 

干渉波は通話への影響が大きいと予想される受信側端末に混入させることを基本

とする。ただし、呼接続時には送信側端末への影響も考えられることから、呼接続試

験については、干渉波を送信側端末に混入させる試験についても実施する。 

T79 の製造者 5 社の無線機と T80 の製造者 1 社の無線機を用いて試験を行う。 

(２) 第２回試験 

第２回試験は、T79 と T80 の異なる規格の無線機が互いに干渉を与える状況におい

て、T79 が複信通信での使用の可能性があることから第１回試験の補完として実施す

る。 

第２回試験においては、T80 から T79 への干渉に絞って行う。干渉波は、受信側端

末に加え、送信端末側にも干渉波を混入させて行う。 

T79 の製造者 1 社の無線機と T80 の製造者 1 社の無線機を用いて試験を行う。 
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試験 

パターン 
試験内容(目的) 詳細区分 与干渉 被干渉 

1 

T79 の自動選択チャネルと

T80 の手動選択チャネルの

同一チャネル及び隣接チャ

ネルによる相互の干渉を検

討 

同一チャネル 
T80 T79 

T79 T80 

隣接チャネル 
T80 T79 

T79 T80 

2 

T79 の制御チャネルと T80

の手動選択チャネルの隣接

チャネルによる相互の干渉

を検討 

隣接チ

ャネル 

被干渉 

(受信機側) 

T80 T79 

T79 T80 

被干渉 

(送信機側) 
T80 T79 

3 

T79 の手動選択チャネルと

T80 の手動選択チャネルの

同一チャネル及び隣接チャ

ネルによる相互の干渉を検

討 

同一チャネル 
T80 T79 

T79 T80 

隣接チャネル 
T80 T79 

T79 T80 

図表４－２  試験パターン(第 1 回試験) 

 

(３)第 2 回試験 

T79 は複信通信も行うことから、T80 から T79 へ干渉を与える状況において、図表

４－３に示すように、T79 を複信通信とし、相互の無線機が直接通信用周波数を使用

して通信を行う。発信端末側に干渉を与える試験と着信端末側に干渉を与える試験を

実施する。また、T79 を単信通信とし、送信端末側に干渉を与える試験を実施する。 

 

試験 

パターン 
試験内容(目的) 詳細区分 与干渉 被干渉 

4 

T79 の制御チャネルと T80

の手動選択チャネルの隣接

チャネルによる干渉を検討 

隣接チ

ャネル 

被干渉 

(呼接続関係) 
T80 

T79 

(複信) 

5 

T79 の自動選択チャネルと

T80 の手動選択チャネルの

隣接チャネルによる干渉を

検討(T79 通信を先に発呼) 

隣接チ

ャネル 
- T80 

T79 

(複信) 

6 

T79 の自動選択チャネルと

T80 の手動選択チャネルの

隣接チャネルによる干渉を

検討(T80 通信を先に発呼) 

隣接チ

ャネル 

被干渉 

(呼接続関係) 
T80 

T79 

(複信、単信) 

図表４－３  試験パターン(第 2 回試験) 

 

4.3.2 試験条件設定の考え方 

(１)試験条件 

１)Ｄ/Ｕ比の設定 

「情報通信審議会 情報通信技術分科会 小電力無線システム委員会」資料を

参考にして、図表４－４に示すように、同一チャネル干渉では 10[dB]に、隣接チ
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ャネル干渉では-40[dB]にそれぞれ設定し、その前後±5[dB]も含めて確認を行う。 

 

干渉条件 Ｄ/Ｕ比 備考 

同一チャネル干渉時 10[dB]  

隣接チャネル干渉時 -40[dB] 
端末間が近距離のときは 

Ｄ/Ｕ比 0[dB]を基本 

図表４－４ Ｄ/Ｕ比の設定 

 

２)受信レベルの設定 

260MHz 帯デジタル防災行政無線システムを使用する場合の端末間の距離イメー

ジとして、後述するように遠距離と近距離の二通りを想定する。各端末機間の距

離イメージに基づく受信レベルの設定は、図表４－５に示すとおり端末間が遠距

離においては電波法関係審査基準の所要受信機入力電圧 17.8[dBμV]とほぼ同等

の-97[dBm]、端末間が近距離においては-42[dBm]とする。 

端末間送受信が近距離の場合における隣接チャネル干渉レベルについては、既

に相互に近く受信レベルが高い状態であるため、希望チャネルと干渉チャネルは

同一レベルを想定し、その前後±5[dB]を含めて試験を実施する。 

 

送受信端末間の距離 受信レベル 備考 

端末間が遠距離 -97[dBm]  

端末間が近距離 -42[dBm] 
端末間が近距離のとき 

Ｄ/Ｕ比の基準は 0[dB] 

図表４－５ 送受信端末間の距離による受信レベルの設定 

 

３)試験の時間及び回数 

T79 のフレーム長は 40[ms]、T80 のフレーム長は 56.67[ms]と異なり、タイムス

ロットがずれているため、1 回の試験を一定時間(20 秒)継続して結果を見る。さ

らに、同じ試験を複数回(5 回)実施する。 

 

(２)試験条件の考え方 

上記の試験条件の設定は次の考え方による。 

１)同一チャネル共用条件に関する参考資料(参 35 参照) 

「情報通信審議会 情報通信技術分科会 小電力無線システム委員会 小電力

を用いる自営系移動通信の利活用・高度化方策に係る技術的条件(案)、平成 20 年

3 月 10 日 小電力無線システム委員会」104/206 ページの表より、T79(ＱＰＳＫ 

25[kHz]・32[kbps])が T80(ＱＰＳＫ25[kHz]・36[kbps])に与えるＤ/Ｕ比は 10[dB]、

T79(ＱＰＳＫ 25[kHz]・32[kbps])同士のＤ/Ｕ比は 10[dB]、T80 が T79 に与える

Ｄ/Ｕ比はデータがないが同じ 10[dB]と想定される。 

２)隣接チャネル共用条件に関する参考資料(参 35 参照) 
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同上 105/206 ページより一律Ｄ/Ｕ比-40[dB]で定義されている。 

３)端末間が近距離時の受信レベル設定基準-42［dBm］について 

出力 33[dBm]の自由空間 100[m]での受信レベル-28[dBm]からフェージングやア

ンテナ偏波面など移動通信環境での減衰分 14[dB]を考慮して-42[dBm]とする。 

４)端末間が遠距離時の受信レベル設定基準 -97［dBm］について 

希望チャネルレベルを規格感度＋6[dBμV]より 10[dB]アップする考え方の根拠

としては、電波法関係審査基準の考え方(別紙 1 無線局の局種別審査基準(第 4 条

関係))を適用する。本基準の第 3 陸上移動業務の局 15 により、260MHz 帯を使用す

るπ／４ＱＰＳＫ(ＴＤＭＡ)変調方式の所要受信機入力電圧(標準値)は 17.8[dB

μV]とされており、 

    -107[dBm]＋10[dB]＝＋6[dBμV]＋10[dB]＝16[dBμV]は、 

ほぼ同等レベルと言える。 

 

4.3.3 距離イメージ 

(１)遠距離のイメージ 

図表４－６に示すとおり、送受信端末間が遠距離(同一エリア内の遠端、数 km 程

度を想定)で希望チャネル(Ｄ)の受信レベルが小さい場合において、規格の異なる送

信端末から受信端末への干渉チャネル(Ｕ)とのＤ/Ｕ比を変えることにより、異なる

規格の送受信端末間の距離を変えることと等価となる試験を実施する。 

T80送信
D

T80受信

U

D
T79送信

T80送信

U

D
T80受信

T79送信
D

T79受信
D

T79送信

D/U比を変化させる

（異なる規格の端末
間を離したり近づけ
たりするイメージ）

T79受信T79送信
D

T79受信

T79受信

同一エリアの
イメージ

D/U比を変化させる

（異なる規格の端末
間を離したり近づけ
たりするイメージ）

 

図表４－６  距離イメージ(遠距離) 

 

(２)近距離のイメージ 

図表４－７に示すとおり、送受信端末間が近距離(同一エリア内の近端、100m 程度

を想定)で希望チャネル(Ｄ)の受信レベルが大きい場合において、規格の異なる送信

端末から受信端末への干渉チャネル(Ｕ)とのＤ/Ｕ比を変えることにより、異なる規







28 

２)試験結果 

パターン１の試験結果を要約すると以下のようになる。(詳細は参 17 2.1 第１

回試験(１)を参照) 

ア T80 から T79 への干渉のケース 

・T79 自動選択チャネルと T80 手動選択チャネルが同一チャネル時の干渉 

送受信端末間の通話が遠距離、近距離に係らず、T79 受信機においてＤ/Ｕ比

が+10[dB]以上であれば「音質劣化あっても通話可能」であったが+10[dB]未

満になると「通話困難」となる結果もあり、干渉波の影響を受けることを確

認した。 

・T79 自動選択チャネルと T80 手動選択チャネルが隣接チャネル時の干渉 

送受信端末間の通話が遠距離の場合、T79 受信機においてＤ/Ｕ比が-40[dB]

以上であれば、全てで「音質劣化あっても通話可能」との結果となり、干渉

波の影響を受けないことを確認した。近距離の場合も同様と考えられるが、

有線回路試験での受信レベル設定の制約によりＤ/Ｕ比が-10[dB]までは、全

てで「音質劣化あっても通話可能」との結果となり、干渉波の影響を受けな

いことを確認した。 

 

イ T79 から T80 への干渉のケース 

・T80 受信機において、同上のことが言える。 

※T79 が送信出力の大きい車載機(5[W])を使った試験では、送受信端末間が

遠距離をイメージした試験において、空中から伝搬して影響を受けたケー

スが見られた。 

 

ウ 機種による違い 

・製造者が異なる T79 の 5 機種と T80 との試験において、結果に大きな差は認

められなかった。 

 

エ 試験結果からの考察 

・同一エリアにおいて、T80 手動選択チャネルと T79 自動選択チャネルで同一

チャネルを使用すると、「音質劣化あっても通話可能」だけではなく「通話

困難」との結果もあり、相互に影響を受けるが、隣接チャネルを使用した場

合には相互に影響は受けないと考えられる。 

・T79 が自動選択チャネルで通話中に T80 が同一チャネル及び隣接チャネルで

接続できたことから、T79 と T80 の相互間でキャリアセンスが働かない(送信

の抑制は働かない)ことを確認した。 
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エ 試験結果からの考察 

・同一エリアにおいて、T80 手動選択チャネルが T79 制御チャネル(Ch.9)の隣

接チャネルを使用すると、T79 送信端末の制御チャネル動作への影響がある

と考えられる。 

・T79 が自動選択チャネルで呼接続するときに T80 が制御チャネルの隣接チャ

ネルを使用していると、「接続不可」の場合があったことから、T79 での自

動選択による呼接続時には T79 のキャリアセンスが働く(制御チャネルによ

る空きチャネル検索に影響を与える)ことを確認した。 

 

(３)パターン 3 

１)試験ケースと評価方法 

ア T80 から T79 への干渉のケース(図表４－１１参照) 

最初に、T79 を手動チャネル(Ch.4)を使用した通話状態としておく。次に、T80

を T79 と同一チャネル(Ch.4)又はその隣接チャネル(Ch.3)に手動設定して発呼す

る。 

このときの T79 の通話継続性への影響を確認するものとし、「音質劣化あって

も通話可能」、「通話困難」、「通信断」の三段階で評価した。接続後の通話品

質については標準音源の聞き取りにより判定した。 

 

イ T79 から T80 への干渉のケース(図表４－１２参照) 

最初に、T80 を手動チャネル(Ch.4)を使用した通話状態としておく。次に、T79

を T80 と同一チャネル(Ch.4)に手動設定して発呼する。又は、T80 を手動チャネ

ル(Ch.3)を使用した通話状態としておき、T79 をその隣接チャネル(Ch.4)に手動

設定して発呼する。 

このときの T80 の通話継続性への影響を確認するものとし、「音質劣化あって

も通話可能」、「通話困難」、「通信断」の三段階で評価した。接続後の通話品

質については標準音源の聞き取りにより判定した。 





33 

の影響がないことを確認した。 

 

イ T79 から T80 への干渉のケース 

・T80 受信機において、同上のことが言える。 

 

ウ 機種による違い 

・製造者が異なる T79 の 5 機種と T80 との試験において、結果に大きな差は認

められなかった。 

※T79 が送信出力の大きい車載機(5[W])を使った試験では、送受信端末間が

遠距離をイメージした試験において、空中から伝搬して影響を受けたケー

スが見られた。 

 

エ 試験結果からの考察 

・同一エリアにおいて、T80 手動選択チャネルと T79 手動選択チャネルで同一

チャネルを使用すると、「音質劣化あっても通話可能」だけではなく「通話

困難」との結果もあり、相互に影響を受けることが考えられる。 

・同一エリアにおいて、T80 手動選択チャネルが T79 手動選択チャネルの隣接

チャネルを使用しても相互に影響は受けないと考えられる。 

 

(４)第１回試験のまとめ 

同一エリアで T79 と T80 の無線機が相互に干渉を受ける状況下においては、単信

による直接通信動作への影響は次のようになる。 

 

１)T80 手動選択チャネルと T79 自動選択チャネルで同一チャネルを使用すると相互

に影響を受けるが、隣接チャネルを使用した場合には影響は受けないと考えられ

る。 

２)T80 手動選択チャネルが T79 制御チャネル(Ch.9)の隣接チャネルを使用すると、

T79 送信端末の制御チャネル動作への影響があると考えられる。 

３)T80 手動選択チャネルと T79 手動選択チャネルで同一チャネルを使用すると相互

に影響を受けるが、隣接チャネルを使用した場合には影響は受けないと考えられ

る。 

 

上記のまとめを基に、共用の可否と試験結果の概要を図表４－１３に整理する。 
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試験 

ﾊﾟﾀｰ

ﾝ 

区分 
与干

渉 

被干

渉 
結 果 の 概 要 

共用の 

可否 
備 考 

１ 同一チャネル T80 T79 D/U 比+10dB の維持が

必要 

同一エリアでは共用不

可 (相当の離隔距離が

必要) 

不可  

T79 T80 

隣接チャネル T80 T79 D/U 比-40dB の維持が

必要 

同一エリアで概ね共用

可 (移動環境では概ね

10m 以上の離隔) 

可 利 用 の 遠 近

(受信電界の

強弱 )に依存

せず。 

T79 T80 

２ 隣 

接 

チ 

ャ 

ネ 

ル 

被干渉 

( 受 信 機

側) 

T80 T79 D/U 比-40dB の維持が

必要 

同一エリアで概ね共用

可 (移動環境では概ね

10m 以上の離隔) 

可 利 用 の 遠 近

(受信電界の

強弱 )に依存

せず。 

T79 T80 

被干渉 

( 送 信 機

側) 

T80 T79 隣接であっても、わず

かな漏洩干渉チャネル

により、呼接続が機能

しない。 

不可 呼 接 続 時 の

空 き チ ャ ネ

ル 検 索 の 結

果、空きがな

いと判定 

３ 同一チャネル T80 T79 D/U 比+10dB の維持が

必要 

同一エリアでは共用不

可 (相当の離隔距離が

必要) 

不可 現状の割当 

T79 T80 

隣接チャネル T80 T79 D/U 比-40dB の維持が

必要 

同一エリアで概ね共用

可 (移動環境では概ね

10m 以上の離隔) 

可 利 用 の 遠 近

(受信電界の

強弱 )に依存

せず。 

T79 T80 

図表４－１３ 第１回試験のまとめ 
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２)試験結果 

T79 自動選択チャネルが固定されている場合、その隣接チャネルを T80 が使用し

ていると T79 複信通信の接続に影響を受けることを確認した。通常の運用では、

T79 自動選択チャネルは 4 波の候補の中から自動選択を行うため、一つのチャネル

が T80 の影響を受けても次候補が影響を受けていなければ問題はない。 

ただし、T79 発信側から着信側に通知できる周波数候補は最大 3 チャネル（1 チ

ャネルのみ必須）であるため、T80 の影響を受けていないチャネルを選択できない

可能性はある。(詳細は参 30 2.2 第２回試験(３)を参照) 

 

(４)第２回試験のまとめ 

同一エリアで T79 と T80 の無線機が相互に干渉を受ける状況下においては、T79 の

複信による直接通信動作への影響は次のようになる。 

 

１)複信通信においても、T79 制御チャネルの隣接チャネルを T80 が使用していると

影響があると考えられる。 

２)T79 通話中に T79 通話チャネルの隣接チャネルを T80 が使用する場合、T79 受信機

においてＤ／Ｕ比が-40［dB］以上であれば影響を受けることはないと考えられ

る。  

３) T79 自動選択チャネルが固定されている場合、その隣接チャネルを T80 が使用し

ていると T79 複信通信の接続に影響を受けると考えられる。なお、通常の運用で

は、T79 自動選択チャネルは 4 波の候補の中から自動選択を行うため、一つのチ

ャネルが T80 の影響を受けても次候補が影響を受けていなければ問題はないと

考えられるが、T79 発信側から着信側に通知できる周波数候補は最大 3 チャネル

（1 チャネルのみ必須）であるため、T80 の影響を受けていないチャネルを選択

できない可能性はある。 

 

上記のまとめを基に、共用の可否と試験結果の概要を図表４－１７に整理する。 
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試験 

ﾊﾟﾀｰ

ﾝ 

詳細区分 
与干

渉 
被干渉 結 果 の 概 要 

共用の 

可否 
備考 

４ 隣接チ

ャネル 

被干渉 

(呼 接 続

関係) 

T80 T79 

(複信) 

隣接であっても、わずかな漏

洩干渉チャネルにより、呼接

続が機能しない。 

不可  

５ 隣接チャネル T80 T79 

(複信) 

D/U 比-40dB の維持が必要 

同一エリアで概ね共用可(移

動環境では概ね 10m 以上の

離隔) 

可  

６ 隣接チ

ャネル 

被干渉 

(呼 接 続

関係) 

T80 T79 

(複信、

単信) 

隣接であっても、わずかな漏

洩干渉チャネルにより、呼接

続が機能しない。 

ただし、T79 通話チャネルは

４チャネルの候補から自動

選択を行うため、１つのチャ

ネルが使用中でも問題はな

いと考えられる。 

可  

図表４－１７ 第２回試験のまとめ 

 

4.5 試験時に得られた留意点 

技術試験中に明らかとなった今後の留意点は下記のとおりである。 

 

(１)T79 呼接続時の問題 

T79 が呼接続を行う場合には、制御チャネルへの干渉波の影響が大きく現れた。こ

れは、第 3 章 3.4.2 で述べた自動選択時の空きチャネル検索に干渉波が直接影響を与

えているためと考えられる。このときの影響は呼接続前の動作であるため、Ｄ/Ｕ比

の問題ではなく、干渉波(Ｕ)単独のレベルの問題であり、隣接チャネルからの僅かな

漏洩電力でも影響を与える場合がある。影響の与え方も一定ではなく、空きチャネル

検索時のレベル検出のタイミングによって呼接続の成否が変わることも想定される。 

 

(２)手動選択チャネルにおける同一チャネル干渉 

T79 と T80 が共通で割り当てられている手動選択チャネル(Ch.4 と Ch.13)について

は、それぞれの規格の無線機同士であれば第 3 章 3.4.2 で述べたプレスによる送信の

抑制が行われるが、異なる規格の無線機では行われない。このため、混信が生じて通

信に影響が発生することが懸念される。 
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(３)音声通信とデータ通信 

今回の実験ではＢＥＲは測定していないが、干渉の影響があるときはデータの欠

損が発生しているものと想定される(詳細は参 32、 参 33 参照)。音声通信ではＤ/Ｕ

比が規定値以下となった場合でも通信が成立したときもあったが、メール送信などデ

ータ処理を伴う通信の場合はデータ欠損により通信が成立しないことも考えられる。 
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第５章 陸上移動局間直接通信用周波数の 

共用条件の検討 

5.1 共用条件のまとめ 

同一エリア内における T79 と T80 の直接通信用(1 周波方式)チャネルの相互干渉試験

を有線系で模擬した結果、次の結論を得た。 

 

(１)T80 手動選択チャネルと T79 自動選択チャネルで同一チャネルを使用すると相互に

影響を受けるが、隣接チャネルを使用した場合には影響は受けないと考えられる。 

(２)T80 手動選択チャネルが T79 制御チャネル(Ch.9)の隣接チャネルを使用すると、T79

送信端末の制御チャネル動作への影響があると考えられる。 

(３)T80 手動選択チャネルと T79 手動選択チャネルで同一チャネルを使用すると相互に

影響を受けるが、隣接チャネルを使用した場合には影響は受けないと考えられる。 

 

以上のことから、T80 は、T79 の制御チャネル Ch.9 とその隣接である Ch.8 と Ch.10

を除き、かつ、T79 が使用するチャネル以外のチャネルを使用することが望ましい。 

 

5.2 直接通信用周波数の指定方針の提案 

5.2.1 T79 が使用する直接通信用周波数の想定 

T79 は、制御チャネルとして Ch.9、手動選択チャネルとして Ch.4 と Ch.13 を使用

している。また、T79 における自動選択チャネルは、第 2 章 2.4 で述べたように、Ch.1

～Ch.3、Ch.5～Ch.8、Ch.10～Ch.12、Ch.14～Ch.16 の 13 波のなかから 4 波が使用さ

れるものの、多くの製造者では Ch.2、Ch.6、Ch.11、Ch.15 の 4 波をプリセットチャネ

ルとしている。このため、T79 が使用する自動選択チャネルとしては、Ch.2、Ch.6、

Ch.11、Ch.15 を想定する。 

 

5.2.2 T80 が使用できる直接通信用周波数の考察 

5.1 に示した共用条件により使用チャネルを具体的に検討すると、次図のように

Ch.1、Ch.3、Ch.5、Ch.7、Ch.12、Ch.14、Ch.16 の 7 つのチャネルが候補として挙げ

られる。 
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図表５－１  直接通信用周波数の配置案 

 

5.2.3 直接通信用周波数の指定方針の提案 

第 2 章 2.5 に述べたように、T80 には直接通信用周波数として 4 波の割り当ての必

要性が認められることから、Ch.1、Ch.3、Ch.5、Ch.7、Ch.12、Ch.14、Ch.16 の 7 つ

のチャネルの中から 4 波を選定することが望ましい。 

 

5.3 直接通信用周波数の有効利用に向けた提言 

周波数の効率的かつ有効な利用を進めるため、T80 についても、応援通信時に複数チ

ャネルによる運用を可能とすることを提言する。このため、T79 と T80 の混信を回避す

るため、ARIB 標準規格で双方のチャネル配置を具体的に規定することが適切である。 

なお、大規模災害時に迅速かつ円滑な対応をするためには、災害対策本部における実

際の運用方法の検討も重要と考えられる。例えば、直接通信用周波数の使用を ARIB 標

準規格に従って徹底し、異なる規格のシステムが混在する現場からの情報の共有化を図

ることが重要であり、異なる規格のシステムを運用する自治体間で訓練などによりあら

かじめ運用方法をシミュレーションしておくことも必要と考えられる。 

 



 

おわりに 
 

「デジタル防災行政無線の普及促進に向けた調査検討会」では、災害時の円滑な応援

通信などを実現するため、260MHz 帯移動系デジタル防災行政無線の T79 と T80 の異なる

規格の無線機が混在した状況で、割当てられた直接通信用周波数の有効活用を可能にす

る周波数共用条件を明らかにすべく、 

（１）標準規格(ARIB STD -T79 及び ARIB STD -T80)の動作原理の調査 

（２）基礎データを収集するための技術試験 

（３）周波数を効率的に活用するための周波数共用条件の検討 

（４）直接通信用周波数の指定方針の提案 

（５）その他、目的達成に必要な事項 

について調査検討を行った。 

各規格の無線機の動作原理に基づくワーキンググループでの有線回路を用いた実証

試験により、異なる規格のデジタル防災行政無線が混在する環境での直接通信用周波数

の共用条件が明らかとなり、審査基準などの策定に資するための指定方針の提案として

まとめた。今後、デジタル防災行政無線がさらに普及し、災害時の応援通信等において

有効に活用できるよう、本検討結果で得られた周波数の指定方針の提案を基に、必要に

応じて具体的なチャネル割当ての検討に役立つことが期待される。 

なお、北陸総合通信局の調査検討会で実施された「260MHz 帯デジタル防災行政無線シ

ステムの共同利用等に関する調査検討(平成 21 年 3 月)」において、T79 同士で異なる製

造者の無線装置間の相互接続について検討が行われているが、災害時等にそれぞれのシ

ステム内の運用を円滑に行うため、このときの成果と本調査検討会の成果を合わせて活

用することが望ましい。 

おわりに、本調査検討会における審議にご尽力いただいた各委員の皆様方に厚くお礼

を申し上げます。 

 

デジタル防災行政無線の普及促進に向けた調査検討会 

座長  秦  正 治   

（岡山大学大学院自然科学研究科 教授） 

 

 


